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○薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例 

 

平成１８年１２月２７日 

条例第９４号 

 

薩摩川内市部設置条例（平成１６年薩摩川内市条例第７号）の全部を改正する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は，市政発展に向けた政策を着実かつ積極的に推進するために

必要な組織及びその任務を定めることを目的とする。 

（構成） 

第２条 市長は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規

定に基づき，政策を推進するための組織として，次の部を置く。 

⑴ 総務部 

⑵ 企画政策部 

⑶ 市民福祉部 

⑷ 農林水産部 

⑸ 商工観光部 

⑹ 建設部 

２ 前項に定めるもののほか，政策を推進するための組織は，次のとおりとする。 

⑴ 教育委員会事務局 

⑵ 消防局 

⑶ 水道局 

（部局の任務） 

第３条 前条に定める部及び局（以下「部局」という。）は，具体的な目標を掲

げ，相互の連携により的確に任務を遂行するものとする。 

２ 部局の任務は，次のとおりとする。 

⑴ 総務部 

ア 職員の政策形成能力の向上及び職場の活性化を推進し，充実した行政

サービスを提供できる実行力かつ意欲のある人材を確保及び育成すること。 

イ 市政に関連する情報の収集，調査，調整等を行うとともに，市長等の円

滑な業務遂行を確保すること。 

ウ 公文書を適正に管理するとともに，積極的な情報公開を推進し，開かれ

た市政を目指すこと。 

エ 条例，規則，訓令等の制定改廃に係る審査を行い，適正な法制事務に努

めること。 

オ 健全で効率的かつ計画的な財政運営を推進し，安定した財政基盤の確立

を目指すこと。 

カ 市有財産を適正に管理し，効果的な活用を促進すること。 
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キ 市税の適正かつ公平な賦課徴収を行い，安定した財源の確保を推進する

こと。 

ク 危機管理意識の高揚に努め，地域の防災及び防犯体制を確保し，安全で

安心なまちづくりを推進すること。 

ケ 入札及び契約制度の適正な運用を推進し，設計審査及び工事検査を通じ

た請負契約等の適正な履行に努めること。 

⑵ 企画政策部 

ア 総合計画の策定，主要施策の企画立案及び総合調整を行い，行政課題に

適応した施策を推進すること。 

イ 男女が性別にとらわれることなく，その個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会を目指すこと。 

ウ 市民志向の行政改革を進め，実効性の高い都市経営の実現を目指すこと。 

エ 地区コミュニティ協議会やその他の市民活動団体等と協働し，市民参画

のまちづくりを推進すること。 

オ 多様な学習機会の創出及び情報の提供に努め，市民活動団体等と協働し，

生涯学習を推進すること。 

カ 広聴及び広報活動を充実し，開かれた市政を目指すこと。 

キ 行政事務の電子化及び地域情報通信基盤の整備を行い，総合的な情報化

を推進すること。 

⑶ 市民福祉部 

ア 人権が尊重され，差別のない明るい社会づくりを推進すること。 

イ 国民年金制度の普及啓発に努め，加入を促進すること。 

ウ 消費生活に関する相談及び業務を充実し，安全な市民生活の確保に努め

ること。 

エ 戸籍，住民登録等の窓口サービスを充実し，市民に身近な行政を推進す

ること。 

オ 保護及び支援を必要とする市民の生活を維持し，自立を助長すること。 

カ 子どもの育成支援並びに母子及び父子家庭の自立支援を行い，親が安心

して子どもを産み育てることのできる地域社会づくりを推進すること。 

キ 高齢者が健康で生きがいを持って生活できる地域社会づくりを推進する

こと。 

ク 障害者及び障害児の人権が尊重され，家庭や地域の中で安心して暮らせ

る地域社会づくりを推進すること。 

ケ 健康に対する意識の啓発及び医療体制の充実により，市民の健康の保持

及び増進に努めること。 

コ 自然環境の保全，環境汚染の防止及び環境衛生の向上に努め，衛生的で

環境にやさしいまちづくりを推進すること。 

サ ごみの減量化及び再資源化を推進し，資源循環型社会を構築すること。 

シ 市民の健康的な生活を支える国民健康保険事業，老人保健事業及び介護
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保険事業の健全経営を確保し，その充実に努めること。 

⑷ 農林水産部 

ア 農業経営の安定化のため，産地づくり及び農業生産基盤の整備を行い，

農業の振興を推進すること。 

イ 農村の豊富な資源を活用し，農村地域の特性を活かした豊かで住みよい

生活環境を確保すること。 

ウ 計画的な森林整備を進め，自然環境に配慮した林道の整備を推進するこ

と。 

エ 水産経営の安定化のため，つくり育てる漁業の推進，水産業の担い手の

確保及び育成並びに漁港及び漁場の整備充実に努めること。 

オ 市内で生産されたものを市内で消費する地産地消の取組を推進すること。 

カ 農林水産物及びその加工特産品の個別ブランド化並びに新たなブランド

の掘り起こしを推進すること。 

⑸ 商工観光部 

ア 市街地活性化及び地域商店街の経営基盤の強化を促進し，市民の日常生

活を支える商業環境の維持及び向上に努めること。 

イ 企業の立地を促進するとともに，異業種交流の促進等により，工業全体

の振興に努めること。 

ウ 就業機会の拡大及び勤労者への福祉厚生の支援を行い，雇用環境及び就

業環境の充実に努めること。 

エ 鉄道，バス輸送及び航路の整備充実を図り，利用しやすい多様な交通体

系づくりを推進すること。 

オ 南九州地域における物流拠点機能を充実するとともに，利用を促進し，

重要港湾川内港の振興に努めること。 

カ 観光振興を総合的に展開するとともに，観光施設の適切な管理運営を進

め，観光交流人口の増大に努めること。 

キ 国際交流を通じて，人的及び経済的交流を進め，併せて国際社会の相互

理解及び国際感覚の豊かな人材を育てること。 

⑹ 建設部 

ア 都市計画事業等の実施により，機能的かつ個性的な魅力あふれる都市空

間を創出し，都市拠点性を高めること。 

イ 幹線道路網の整備を促進するとともに，利用しやすい生活道路の整備，

損傷箇所及び危険箇所への適切な対応に努め，交通環境の整備充実に努め

ること。 

ウ 市民が安全で安心して生活できるよう，まちづくりと一体となった河川

事業を展開するとともに，安全で快適なうるおいのある水辺環境の整備を

推進すること。 

エ 重要港湾川内港及び地方港湾の整備を促進し，港湾機能の充実に努める

こと。 
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オ 市民を災害から守るため，排水機場，水門等の維持管理及び砂防事業を

行うとともに，道路，河川等の災害復旧を速やかに進めること。 

カ 普通公園，都市公園等の適正な維持管理に努めるとともに，うるおいと

安らぎのある公園及び緑地の整備を推進すること。 

キ 機能的で居住環境の良好な新しい市街地を形成するため，土地区画整理

事業を推進すること。 

ク 開発行為等の承認，建築確認の審査，違反建築物への指導等を行うこと

により，安全で秩序あるまちづくりを目指すこと。 

ケ 市民要望に対応した公営住宅の整備を推進するとともに，既存の公営住

宅の有効活用及び民間との連携協力による住宅の供給を促進し，良好な住

環境の整備を推進すること。 

コ 地籍調査事業を計画的に推進し，土地の適切な保全及び合理的な利用を

目指すこと。 

⑺ 教育委員会事務局 

ア 地域の特色を活かした学校教育を推進するとともに，幼児教育の振興に

努めること。 

イ 学校教育施設等の整備を進め，ゆとりある豊かな心を育むことのできる

学習環境の確保に努めること。 

ウ 地域における高等教育機関との連携及び交流を行い，国際化教育及び情

報教育を積極的に推進すること。 

エ 学校給食の充実及び食の指導を推進すること。 

オ 家庭，学校及び地域社会の連携並びに安全体制の強化に努め，青少年の

地域間交流，体験活動等への参加を促進し，青少年の健全育成を推進する

こと。 

カ 社会教育団体等の育成及び組織力の強化並びに社会教育関連施設等の整

備充実に努めるとともに，家庭と地域社会が一体となった社会教育を促進

すること。 

キ 宿泊学習等を通じた青少年育成及び図書館資料の充実に努めること。 

ク 文化財等の保存及び活用に努め，自主的な文化活動を促進するとともに，

文化的施設等の機能の充実及び利活用を促進し，地域文化の保存及び継承

に努めること。 

ケ 体育施設等の充実による利活用を促進し，競技団体等の活性化及び指導

体制の充実に努め，市民の健康の維持及び増進並びにスポーツ・レクリ

エーションの振興を目指すこと。 

⑻ 消防局 

ア 消防施設の充実及び消防救急体制の整備に努め，総合的な消防体制を強

化し，安心して生活できるまちづくりを目指すこと。 

イ 防災関係機関との連携による防災意識の啓発を行い，消防団等の地域防

災体制の強化により，災害発生の抑制及び災害に強い地域づくりを推進す



5 

ること。 

ウ 住宅防火対策の推進，防火意識の高揚及び防火管理の充実により，予防

体制の強化を推進すること。 

⑼ 水道局 

ア 水需要の把握に努め，安全で安心かつ安定した給水を確保すること。 

イ 下水道の整備を進め，快適な生活環境の改善及び河川，海域等の水質保

全に努めること。 

ウ 公営公衆浴場及び分湯施設の適正な維持管理を推進すること。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

 


